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村
教
育
委
員
会
は
、
自
分
の
好
き
な

本
を
推
薦
す
る
第
18
回
読
書
メ
ッ
セ
ー

ジ
コ
ン
テ
ス
ト
を
開
催
し
、
応
募
総
数

１
２
１
通
の
応
募
が
あ
り
ま
し
た
。
そ

の
中
か
ら
最
優
秀
賞
に
は
、
菅
野
彩
七

さ
ん
（
相
農
飯
舘
校
３
年
）
が
書
い
た

「
い
つ
か
別
れ
る
。
で
も
そ
れ
は
今
日

で
は
な
い
」
の
読
書
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
選

ば
れ
ま
し
た
。

　

村
で
は
、
下
記
の
推
薦
図
書
を
は
じ

め
、
移
動
図
書
館
こ
あ
ら
号
で
本
の
貸

し
出
し
を
行
っ
て
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

▲12月18日、相農飯舘校での表彰式のようす

  自分の好きな本
をおすすめできて、
嬉しいです。最優秀
賞に選ばれるとは思
っていなかったので
　 びっくりです。

最優秀賞
菅野  彩七さん
（相農飯舘校３年）

まるごと測って、確認しましょう
　村では、自家消費する食品専用の非
破壊式食品放射性物質測定器を設置し
ています。食品７００ｇを準備いただき
左記の測定所をご利用ください。
○この検査は「自分が食べる」ための確

認検査です。検査結果にかかわらず、
「人にゆずること」「販売すること」
はできません。

　　　復興対策課除染対策係 
　　　　（☎０２４４－４２－１６２５）
問

「
い
つ
か
別
れ
る
。
で
も
そ
れ

は
今
日
で
は
な
い
」

　

眠
れ
な
い
夜
や
思
い
悩
む
夜

に
お
す
す
め
の
エ
ッ
セ
イ
本
で

す
。
少
し
冷
め
た
言
葉
や
そ
の

特
徴
あ
る
言
葉
選
び
は
下
手
に

あ
た
た
か
い
言
葉
よ
り
も
ず
っ

と
現
実
的
で
前
を
向
け
る
な
と

思
い
ま
す
。
ぜ
ひ
、
好
き
な
言

葉
・
お
気
に
入
り
の
一
文
を
探

し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

読
書
メ
ッ
セ
ー
ジ
審
査
結
果

（
敬
称
略
）

最
優
秀
賞

「
い
つ
か
別
れ
る
。
で
も
そ
れ
は
今
日

で
は
な
い
」

菅
野
彩
七
（
相
農
飯
舘
校
３
年
）

優
秀
賞

「
い
つ
か
、
眠
り
に
つ
く
日
」

佐
藤
未
姫
（
飯
舘
中
１
年
）

「
き
み
の
友
だ
ち
」

佐
久
間
瞳
（
相
農
飯
舘
校
３
年
）

「
紙
の
動
物
園
」

北
原
康
子
（
大
倉
）

Ｊ
Ｐ
Ｉ
Ｃ
賞

「
挨
拶 

―
原
爆
の
写
真
に
よ
せ
て
―
」

佐
藤
安
美
（
飯
舘
中
３
年
）

「
ア
ン
ネ
の
日
記
」

髙
橋
ひ
な
子
（
飯
舘
中
３
年
）

「
あ
な
た
の
人
生
の
物
語
」

菅
野
千
那
（
相
農
飯
舘
校
３
年
）

「
最
初
の
質
問
」

七
海
友
紀
（
相
農
飯
舘
校
３
年
）

「
セ
ツ
ナ
ト
リ
ッ
プ
」

井
上
成
美
（
飯
舘
中
１
年
）

測定所 受付曜日 受付時間
いいたて村の
道の駅までい館 定休日除く毎日 午前 10 時～午後４時

いちばん館 月～金 午前９時～午後４時 30 分

小宮コミュニティ
センター 月・水 午前９時～午前 11 時 30 分

大倉体育館 木 午前９時～午前 11 時 30 分

前田公民館 火・金 午前９時～午前 11 時 30 分

二枚橋会館 火・金 午後１時 30 分～午後４時

最
優
秀
賞
読
書
メ
ッ
セ
ー
ジ

彩
七
さ
ん
お
す
す
め
の
本

私
の
お
す
す
め
　
　
紹
介
し
ま
す

農業委員会制度が大きく変わります
　平成28年４月１日より「農業委員会等に関する法律」が改正されました。
　「農地等の利用の最適化の推進」が農業委員会のもっとも重要な事務として位置づけられ、農
業委員に加え、新たに「農地利用最適化推進委員」が設置されました。
　飯舘村では、現農業委員の平成30年７月７日任期満了後に新制度へと移行します。

新しい農業委員会制度
１.農業委員会の役割

　従来の農地法等による法令業務だけでなく、農地等の利用の最適化(担い手への農地利用の
集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進)の推進が必須業務となりました。

２.農業委員は村長の任命制となりました
　農業委員会法の改正により、農業委員はこれまでの公選制から、村議会の同意を要件とした
村長の任命制となりました。

３.農業委員の任命にあたって、推薦と公募が実施されます
　任命制になったことにより、農業委員の選出方法も変わりました。
　村長が、農業者、農業者が組織する団体、その他関係者に対し、候補者の推薦を求めるとと
もに、農業委員になろうとする者を公募します。また、推薦と公募の状況については、推薦公
募期間の中間点において一度公表し、期間の終了後はその結果を公表することが義務付けられ
ました。
　なお、農業委員の選出にあたっては、次の点に留意して選出することとなっています。
　　○ 農業委員の過半数は原則として認定農業者とすること。
　　○ 利害関係を有しない者が含まれるようにすること。
　　○ 青年・女性を積極的に登用すること。

４.農地利用最適化推進委員が新設されました
　農地利用最適化推進委員は農業委員と密接に連携し、人・農地プランなど地域の農業者など
の話し合いを推進したり、農地パトロールや農地利用状況調査等の現場活動を行います。
　【農業委員】… 委員会で農地法に関する許認可の審査などを行う
　【推進委員】… 担当地区において現場活動を行い、必要により委員会などで意見を述べる

農業委員と農地利用最適化推進委員の推薦・応募について
１.推薦・応募

　農業委員又は農地利用最適化推進委員に推薦・応募する場合には、所定の様式により行うよ
うになります。詳細については、今後村ホームページ、広報などでお知らせします。

２.推薦・応募の期間
　推薦・応募の期間は、おおむね 1 か月とします。詳細については、今後お知らせします。
※来年４月を予定しています。

　　  飯舘村農業委員会（☎０２４４－４２－１６２９）問


